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【国際特許分類】
   Ｃ０１Ｂ  31/02     (2006.01)
   Ｃ０８Ｋ   3/04     (2006.01)
   Ｃ０８Ｌ 101/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ０１Ｂ  31/02    １０１Ｆ
   Ｃ０８Ｋ   3/04    　　　　
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【手続補正書】
【提出日】平成26年2月21日(2014.2.21)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　結晶性カーボンナノ構造体および／または結晶性カーボンナノ構造体のネットワークを
製造するための方法であって、
　（ｉ）平均粒径１～１００ｎｍを有する金属ナノ粒子を含有する両連続マイクロエマル
ションを供給し、前記平均粒径からの粒径の偏差が１０％未満であることと、
　（ｉｉ）前記両連続マイクロエマルションを基材に接触させることと、
　（ｉｉｉ）前記金属ナノ粒子およびガス状カーボン源を化学蒸着に暴露することによっ
てカーボンナノ構造体および／またはカーボンナノ構造体のネットワークを形成すること
と
を含む、方法。
【請求項２】
　前記両連続マイクロエマルションが水相に対して計算された少なくとも１５ｍＭの金属
ナノ粒子を含有する、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の方法によって取得可能な、化学的に相互連結した結晶性カー
ボンナノ構造体ネットワーク。
【請求項４】
　平均径１～１００ｎｍを有する金属ナノ粒子が前記ネットワーク中に埋め込まれている
、請求項３に記載のネットワーク。
【請求項５】
　カーボンナノチューブネットワークである、請求項３から４のいずれか一項に記載のネ
ットワーク。
【請求項６】
　平均粒径１～１００ｎｍを有する金属ナノ粒子を含有する両連続マイクロエマルション
であって、平均粒径からの粒径偏差が１０％未満である、両連続マイクロエマルション。
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【請求項７】
　少なくとも１５ｍＭの金属ナノ粒子を含有する、請求項６に記載の両連続マイクロエマ
ルション。
【請求項８】
　カーボンナノ構造体、好ましくは、カーボンナノチューブを製造するための、請求項６
または７に記載の両連続マイクロエマルションの使用。
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